
　山武郡市広域行政組合は、山武郡内６
市町の事務の共同処理による効率化や住
みよい地域社会づくりを目指します。

　山武郡市環境衛生組合は、構成市町の
山武市、横芝光町、芝山町と共同でごみ
処理などの事業を行っています。

山武郡市広域行政組合
令和４年度予算

山武郡市環境衛生組合
令和４年度予算

山武郡市広域行政組合
☎ 0475‐54‐0252

問

山武郡市環境衛生組合
☎ 0479‐86‐3516

問

歳入の部（単位：千円）
　分担金及び負担金　
　使用料及び手数料
　国庫支出金
　財 産 収 入
　繰　入　金
　繰　越　金
　諸　収　入
　組　合　債
　　合　計
歳出の部（単位：千円）
　議会費・総務費
　民　生　費
　保健衛生費
　清　掃　費
　消　防　費　
　教　育　費　
　公　債　費　　
　予　備　費
　　合　計

3,804,448
416,903
10,389
6,610

243,560
39,376
107,964
265,500

4,894,750

579,853
377,742
270,309
611,021
2,658,441
53,159
339,225
5,000

4,894,750

歳入の部（単位：千円）
　分担金および負担金
　使用料および手数料
　国庫支出金
　組　合　債
　財 産 収 入
　繰　入　金
　繰　越　金
　諸　収　入
　　合　計
歳出の部（単位：千円）
　衛　生　費
　総　務　費
　公　債　費
　予　備　費
　議　会　費
　　合　計

787,000
186,500
14,243
24,100
27,696
20,000
12,159
1,302

1,073,000

909,262
128,540
28,824
5,000
1,374

606,800

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
の
納
付

コ
ン
ビ
ニ
納
付

年
　
金
融
機
関
や
役
場
出
納
室
の
窓
口

に
加
え
、
コ
ン
ビ
ニ
の
営
業
時
間
で

あ
れ
ば
、
曜
日
や
時
間
に
関
係
な
く

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
に
て
手
数
料
無
料

で
納
付
で
き
ま
す
。

※�

取
扱
コ
ン
ビ
ニ
一
覧
は
、
納
付
書

の
裏
面
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用

し
、
ご
希
望
の
ア
プ
リ
で
納
付
書
の

バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
、

時
間
や
場
所
に
関
係
な
く
手
数
料
無

料
で
納
付
で
き
ま
す
。

■
取
扱
い
決
済
ア
プ
リ

・
P
a
y
P
a
y

・
L
I
N
E�

P
a
y

・
P
a
y
B
（
令
和
4
年
度
よ
り
開
始
）

※�
使
用
方
法
な
ど
は
、
各
社
の
サ
イ

ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

・�

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
納
付
さ
れ
た
場

納付
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

コ
ン
ビ
ニ･

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
納
付
で
き
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
方
の
利
便
性
を
高
め

る
た
め
、
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
発
行
し
た
納
付
書
か
ら
コ
ン
ビ
ニ

や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

合
、
領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
。
領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、

金
融
機
関
や
役
場
出
納
室
、
コ
ン

ビ
ニ
に
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル

や
利
用
に
か
か
る
通
信
料
は
利
用

者
負
担
で
す
。

・�

支
払
い
手
続
き
完
了
後
は
、
取
り

消
し
で
き
ま
せ
ん
。

・�

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
納
付
す
る
と
、

領
収
印
の
な
い
納
付
書
が
お
手
元

に
残
り
ま
す
。
二
重
納
付
の
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
次
の
よ
う
な
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ

ニ
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
納
付
で
き
ま

せ
ん
。
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金

融
機
関
や
役
場
出
納
室
に
て
納
付
し

納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で

　
納
付
で
き
な
い
場
合

て
く
だ
さ
い
。

・�

令
和
３
年
３
月
31
日
以
前
に
発
行

さ
れ
た
納
付
書

・�

バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
な

い
納
付
書

・�

汚
れ
た
り
破
れ
た
り
し
て
バ
ー

コ
ー
ド
が
読
み
取
れ
な
い
納
付
書

・
金
額
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
納
付
書

・�

コ
ン
ビ
ニ
で
の
取
扱
期
限
が
過
ぎ

て
い
る
納
付
書

・�

１
枚
あ
た
り
の
金
額
が
30
万
円
を

超
え
て
い
る
納
付
書

　
納
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
付
さ

れ
な
い
場
合
、
延
滞
金
が
発
生
し
た

り
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
短
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料

は
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問
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年金

年■ 

す
で
に
年
金
手
帳
や
通
知
書
を
お

持
ち
の
方

　
す
で
に
年
金
手
帳
や
通
知
書
を
お

持
ち
の
方
へ
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

が
あ
ら
た
め
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
お
手
元
に

あ
る
年
金
手
帳
な
ど
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

■
基
礎
年
金
番
号
が
必
要
な
と
き

　
次
の
お
手
続
き
の
際
な
ど
は
基
礎

年
金
番
号
が
必
要
で
す
の
で
、
年
金

手
帳
や
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
は
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

・
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

・�

就
職
し
て
厚
生
年
金
保
険
や
共
済

組
合
に
加
入
す
る
と
き

年金
年
金
制
度

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
に
変
わ
り
ま
す

　
制
度
改
正
に
よ
り
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
は
、
年
金
手
帳
で
は
な

く
「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　 農業委員会事務局　☎ 77‐3920問

　町農業委員会では、毎年町内の農作業受託賃金の
目安となる農作業の基準額を定めています。令和４
年度の農作業別標準賃金が以下のとおり決定しまし
たので、お知らせします。

作業内容 賃　金 備　　考

畑作業一般 6,700
軽作業とする（作業時
間は８時間、うち１
時間を休憩）

水田耕起 6,000
【10aあたり】トラク
ター、オペレーター
付き賃作業料金、耕
運深度15㎝以上

水田代かき 6,000
【10aあたり】トラク
ター、オペレーター
付き賃作業料金

あぜ塗り 30 １ｍあたり

機械田植 6,500
【10aあたり】オペレー
ター付き賃作業料金、
苗代を含まない

コンバイン 18,000

【10aあたり】オペ
レーター付き賃作業
料金、補助者賃金お
よび乾燥場までの籾
運搬費を含まない

育苗
700 【10aあたり】硬化まで、種もみ代を含む

400 【10aあたり】緑化まで、種もみ代を含む

刈取、脱穀、
玄米まで 36,000

【10aあたり】オペ
レーター付き賃作業
料金、補助者賃金お
よび乾燥場までの籾
運搬費を含まない

もみ摺
す
り 600 １俵あたり

農業用トラク
ターによる耕運 5,000 【10aあたり】畑ロータリー耕

乾燥調整 2,250 １俵あたり

（単位：円）

農作業別標準賃金が
決定しました

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問

・�

会
社
を
退
職
し
て
国
民
年
金
に
加

入
す
る
と
き

・�

障
害
、
遺
族
、
老
齢
な
ど
の
年
金

の
受
給
手
続
き
や
相
談

・�

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
申
し
込
み

※�

一
部
の
手
続
き
で
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
利
用
で
き
ま
す
。

■
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
再
交
付

　
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
紛
失
ま

た
は
破
損
し
た
と
き
や
、
通
知
書
の

氏
名
に
変
更
が
あ
る
と
き
な
ど
は
、

通
知
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
被
保
険
者
の
区
分
に
よ

り
手
続
き
先
が
異
な
り
ま
す
。

【
第
1
号
被
保
険
者
ま
た
は
任
意
加

入
被
保
険
者
】
国
保
年
金
係
の
窓
口

【
第
2
号
被
保
険
者
】

　
本
人
の
勤
務
先

【
第
3
号
被
保
険
者
】

　
配
偶
者
の
勤
務
先

■
問
合
せ

・
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
0
4
3

－

2
4
2

－

6
3
2
0

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0

－

０
５

－

1
1
6
5
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